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連続立体交差事業の整備効果にかかる参考資料集  

 

１．はじめに 

 

連続立体交差事業は、踏切除去や新たな道路整備などにより、自動車交通の円滑化

等街路事業と同様な効果が発生する。また、踏切除去により、踏切事故の解消による

安全性の向上や地域分断の解消が図られるとともに、駅周辺の市街地整備との一体的

整備により、まちづくりへの効果も大きい。 

 

このように、連続立体交差事業の整備効果は多岐にわたるため、評価自体について

も担当部局において独自の項目や手法の追加等を検討し、アカウンタビリティの向上

を図ることが重要である。 

 

本資料は、各事業主体が独自の項目や手法の追加等を検討する際の参考となるよう、

各種マニュアル等で示されている考え方を基にした検討例や、各事業主体における評

価事例等、連続立体交差事業の整備効果に関連する参考資料を集めたものである。 

 

  



 

【参考図：連続立体交差事業等の実施により想定される効果（例）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



１． 整備効果項目の整理 

 

 連続立体交差事業等の実施により想定される効果について、事例等を基に表1のとおり整理した。 

 

表1 連続立体交差事業等の実施により想定される効果項目（１） 

評価項目 概要 
項目の特性 

事後の推計 
方法の有無 

連立事業単独/
他事業と連携 

定量化/ 
貨幣化 

Ａ．直接効果    

１）鉄道横断等に関する効果    

Ⅰ 自動車 ・移動時間短縮、走行経費減

少、交通事故減少の効果等 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

Ⅱ 歩行者 ・歩行快適性や上下移動改善

等の効果を評価。 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

①移動経路の

変化による

時間短縮 

・移動経路の変化に伴う時間

短縮効果を評価。 

事後の推計方

法あり/なし 

 

連立事業単独/

他事業含む 

貨幣化 

②歩行快適性

の向上 

・鉄道横断時や広場利用等の

歩行者の快適性の向上を評

価。 

事後の推計方

法あり 

連立事業単独/

他事業含む 

貨幣化 

③踏切横断安

全性の向上

等 

・踏切の横断安全性向上、ヒ

ヤリ・ハットの解消につい

て評価。 

事後の推計方

法あり 

 

連立事業単独 定量化 

２）環境・景観に関する効果    

①CO2 等の削

減 

・渋滞緩和等による CO2、

NOX 等の発生の解消を評

価。 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

②騒音の削減 ・事業前後の騒音を比較し、

削減の効果を評価。 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

③景観の向上 ・事業前後の景観の変化に対

する住民意識等を比較し、

効果を評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

３）高架下利用に関する効果    

①高架下空間

の創出 

・高架化による高架下空間の

創出を評価 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

②高架下への

施設等導入

による価値

向上 

・高架下に行政施設等を導入

することによる効果を評価 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

 

 

 

  



 

表 1 連続立体交差事業等の実施により想定される効果項目（２） 

評価項目 概要 
項目の特性 

事後の推計 
方法の有無 

連立事業単独/
他事業と連携 

定量化/ 
貨幣化 

Ｂ．間接効果    

（１）市街地の発展・まちづくりに関する効果    

①土地利用・市街

地構造の変化 

・地価や人口の分布状況の変

化など、事業が市街地の構

造等に与える影響を評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

②市街地分断の

解消 

・市街地分断解消により、鉄

道両側の行き来が容易にな

る効果を評価。 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 定量化 

（２）安全な市街地の形成に関する効果    

①避難迂回の解

消 

・避難所までの移動にあたっ

て、踏切から立体化済区間

までの迂回が解消される効

果を評価。 

事後推計方法

あり 

連立事業単独 貨幣化 

②新規避難路の

整備 

・側道や高架下空間が避難路

となることで、より近傍の

避難所が利用できたり、避

難所までの迂回が解消され

たりする効果を評価。 

事後推計方法

あり 

他事業含む 貨幣化 

③延焼遮断 ・高架部沿線の不燃化をあわ

せて行うことで、延焼が防

止でき、被害を受ける建築

物が減少する効果を評価。 

事後推計方法

あり 

他事業含む 貨幣化 

④緊急車両のア

クセシビリティ

向上 

・鉄道横断道路の整備により、

緊急車両の通行が容易にな

り、救急活動等がしやすく

なる効果を評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

（３）他事業との関連    

関連事業の誘発 ・当該事業が、他の事業（都

市計画道路整備、駅周辺開

発など）の契機・前提とな

る点を評価。 

事後推計方法

あり 

他事業含む 定性 

（４）その他    

①鉄道事業者へ

の効果 

・鉄道施設更新等に伴う住民

の評価、乗降客の増加等の

効果を評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

②商業活動等へ

の効果 

・連立事業にともなう開発等

（大規模建物の立地、商業

施設の立地等）による経済

面の効果を評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

/貨幣化 

③市民満足度等

への効果 

・事業全般についての満足度

等の評価。 

事後推計方法

なし 

他事業含む 定量化 

  



２． 整備効果項目の評価手法 

 

 表 1に示した各項目の評価手法について、既存マニュアルの考え方を基にした検討例や事例等を

以下に記載する。 

 

A：直接効果 

（１）鉄道横断等に関する効果 

Ⅰ 自動車 

自動車に関しては、移動時間短縮、走行経費減少、交通事故減少の効果について「費用便益分析

マニュアル＜連続立体交差事業編＞（平成 20 年 11 月）」に便益推計手法が掲載されている。 

 

Ⅱ 歩行者 

歩行者に関しては、移動時間の短縮便益のみ「費用便益分析マニュアル＜連続立体交差事業編＞

（平成 20 年 11 月）」に便益推計手法が掲載されているが、その他に連続立体交差事業の実施にと

もなって発生する効果として、以下の３項目について取り上げる。 

①移動経路の変化による時間短縮 

②歩行の快適性の向上 

③踏切横断安全性の向上等 

 

 

 



①移動経路の変化による時間短縮 

連続立体交差事業および関連事業の実施に伴って、市街地やバス乗降場等から駅ホームや改札口

までの歩行者アクセスのルートや上下移動の有無など、移動経路が変化することが多く、その変化

による効果を把握することが考えられる。 

特に昇降の有無等については、一般化時間の考え方を活用することが有効であると考えられ、そ

の内容を以下に示す（→(1)一般化時間の活用の考え方）とともに、特徴的な効果把握の例について

取りまとめた。（→(2)効果把握の例） 

 

1) 一般化時間の活用の考え方 

○ 一般化時間は、移動手段による肉体的な負担や情報提供の有無、施設形態による心理的負担

感などを、水平方向の移動時間に置き換えて評価するものである。 

○ 既往研究においてアンケート結果をもとに移動手段（水平移動・階段上り等）等の別に係数

が設定されており、これを実際に要する移動時間に乗じて、事業前後の歩行者の移動内容を評

価し、事業効果を把握することが考えられる。 

評価例  

○バス停等から駅ホームまでの移動経路の変化 

・ 事業前後の移動経路の変化を一般化時間（係数は次頁表１参照。出勤目的）に置き換えると

以下の通りであり、事業前後の一般化時間の差を事業の効果として捉える。 

 

事業前（橋上駅舎）：α＝水平移動 A＋垂直移動 B×1.6（階段上り）＋垂直移動 C×1.5（階段

下り） 

事業後（高架駅舎）:β＝水平移動 D ＋ 垂直移動 E×1.6（階段上り） 

事業効果     ：α－β 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
水平移動：D 分 

上下移動（上り）：E 分 

水平移動：A 分 上下移動（上り）：B 分 

上下移動（下り）：C 分 バス停等 

駅ホーム 

バス停等 

駅ホーム 

事業前（橋上駅舎） 

事業後（高架駅舎） 

水平移動：D 分 
バス停等から駅ホームまでの移動経路の変化 



《参考》「一般化時間による交通結節点の評価手法に関する研究」 

（資料：平成 17 年度 国土交通省国土技術政策総合研究所道路研究部道路研究室） 

【一般化時間による歩行行動の評価】 

・ 移動手段による肉体的な負担や情報提供の有無、施設形態による心理的負担感などを水平

方向の移動時間に置き換えて評価 

・ アンケートにより、高齢者・非高齢者に分けて、移動の目的別に把握整理 

・ 乗換え等の評価に活用する場合、移動区間（水平移動・階段上り等）ごとに一般化時間を

算定し、その合計で評価する。（図） 

【高齢者の負担感を評価する例】 

・ 階段を上る際には水平移動の1.6倍の負担を感じる、階段を下る際には1.1倍、エスカレ

ーターで上る場合は水平移動と同等など、手段や目的に応じて係数を設定（表１） 

・ 移動経路を確認する場合には９秒損失、列車の接近情報を確認するには27秒損失など、各

種情報提供による損失時間も設定（表２） 

・ 上屋が無い待ち空間では更に12秒、キスアンドライドスペースが不足することによる心理

的な負担（危険・不便など）があれば更に39秒など、施設形態による損失時間も設定（表３） 

 

 

 

 

図 一般化時間把握に関わる概念図 



2) 移動経路の変化に関する効果把握の例 

■バス乗降場等と駅のアクセス改善 （交通結節機能の強化） 

【事後推計方法あり】【他事業含む】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・連続立体交差事業と一体的に駅前広場が整備された場合、それまで周辺街路等に分散されてい

たバス停等が駅前広場内に集約されることになる。 

・この場合、バスやタクシー等と列車の乗換利用者の短縮時間を便益として計測する。 

整備あり 駅前広場整備が実施され、広場内にバス、タクシー乗換場等が整備されている 

整備なし 駅前広場がなく、バス、タクシー等の乗降が一般街路等でなされている 

 

2)算定手法 

B = ΣN × Δt × α 

Ｎ  ： バスタクシー利用者数（人／日） 

Δｔ ： 平均歩行短縮時間（分／人） ←算定に一般化時間の考え方を活用することも考えられる 

α  ： 時間価値原単位25.57（円／分・人）（平成20年価格、出典：費用便益分析マニュアル＜

連続立体交差事業＞（平成20年 11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）） 

 

関連事例：駅前広場への交通機能（バス停・タクシー乗場）の集約による移動距離の短縮（東京都） 

 
駅前広場ができる前は、駅と

バス路線が結ばれておらず、

バス停から改札まで細い道を

歩かなければなりませんでし

た。駅前広場が設置されたこ

とにより、鉄道からバスへ、

また、タクシーへの乗換も便

利になりました。 

（資料：東京都建設局HP） 



■側道整備等に伴う市街地における歩行者の移動経路の変化 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・鉄道交差道路や側道の整備により、従前よりも歩行者・自転車の移動距離が短縮される例があ

り、事業後にこれを計測して把握し、移動時間短縮分を効果として計上する。（※ただし、踏

切待ちの解消や既設立体への迂回解消については、既存３便益に含まれるため、これらを除い

た分を算定する） 

・算定に際しては、事業前後の歩行者等の動向を把握する必要があり、事業箇所周辺の歩行者へ

のヒアリング・アンケート等により移動経路や歩行者等の交通量や通行目的を把握し、移動短

縮距離・短縮時間の算定、便益の算定を行う。 

2)算定手法 

B = N ×α 

Ｎ  ： 総移動短縮時間（分／日）（移動短縮距離×経路変更歩行者数） 

 ←算定に一般化時間の考え方を活用することも考えられる 

α  ： 時間価値原単位25.57（円／分・人）（平成20年価格、出典：費用便益分析マニュアル 

＜連続立体交差事業＞（平成20年 11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）） 

関連事例：歩行者アンケートによる移動経路の変更状況の把握（札幌市） 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.8%

33.9%

60.3%

経路変化有り　
（緑道利用）

経路変化有り　
（その他）

経路変化無し

301

29

169

330

66.1%

アンケート回答結果：経路変化の有無 ヒアリング調査回答例： 

事業前後の経路変化 



■上下移動の変化（バリアフリー化） 

【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・鉄道立体化以前のエレベーター・エスカレーターが設置されていない状況下では、橋上駅舎で

のホームアクセス、自由通路や地下道等での鉄道横断を行なう際などに、歩行者等の上下移動

が発生していたが、立体化およびエレベーター・エスカレーターの設置に伴い上下移動が削減

され、上下移動の快適性が向上する。 

 

2)算定手法 

－ 実際の事業前後の移動経路について、距離を計測し、歩行短縮時間を算定する。その際、歩

行者の階段の上り下りには、一般化時間の考え方を用いて、水平移動に置き換えて算出する。 

B = ΣN × Δt × α 

Ｎ  ： 駅乗降客数（人／日） 

Δｔ ： 平均歩行短縮時間（分／人）←算定に一般化時間の考え方を活用することも考えられる 

α  ： 時間価値原単位25.57（円／分・人）（平成20年価格）（出典：費用便益分析マニュアル

＜連続立体交差事業＞（平成20年 11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局）） 

 

 

 

 

 

 



②歩行快適性の向上 

連続立体交差事業は、歩行者の移動距離の短縮だけでなく、移動時の快適性の向上などにも寄与

するものであり、それについてWTP（支払い意志額）を用いた効果把握の方法を提示する。 

 

（鉄道横断箇所） 

 【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・ 踏切が除却されることにより、歩行者が自動車や自転車と交錯せずに安心して鉄道を横断する

ことが可能になる。また、駅前広場や自由通路整備により広幅員歩道が整備された場合も歩行者

にとっては周りの人を気にせず、自由に歩行することが可能になる。 

・ このことは、歩行者の移動における快適性が向上することであり、この快適性の向上に対する

歩行者の支払意思額（ＷＴＰ）を把握することで便益を計測する。この快適性の向上は、一般の

市場で取引されない非市場財であるため、表明選考法であるＣＶＭを用い、ＷＴＰを把握してい

る。 

2)算定手法 

B = N × WTP 

Ｎ   ： 歩行者数（人／日） 

＊歩行者数は、連続立体交差事業区間内の踏切通行者数の合計 

ＷＴＰ ： 移動の快適性向上に対する支払意思額２０（円／人） 

（出典：都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル（案）（平成 13 年４月 国

土交通省 都市・地域整備局）） 

 

（駅前広場） 

 【事後推計方法あり】【他事業含む】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・前項と同じ方法であるが、歩行者の対象を駅前広場利用者としている。 

2)算定手法 

B = N × WTP 

Ｎ   ： 歩行者数（人／日） 

＊歩行者数は駅前広場利用者数とし、一般的には 駅乗降客数×2.0 

（駅乗降客数×2.0）については、交通需要予測ハンドブック 土木学会編による 

ＷＴＰ ： 移動の快適性向上に対する支払意思額２０（円／人） 

（出典：都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル（案）（平成 13 年４月 国

土交通省 都市・地域整備局）） 

 



（上下移動） 【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・鉄道立体化以前のエレベーター・エスカレーターが設置されていない状況下では、橋上駅舎で

のホームアクセス、自由通路や地下道等での鉄道横断を行なう際などに、歩行者等の上下移動

が発生していたが、立体化およびエレベーター・エスカレーターの設置に伴い上下移動が削減

され、上下移動の快適性が向上する。 

2)算定手法 

・ 上下移動削減に対する支払意思額の活用の考え方を示す。（その他、先に示した上下移動を

水平移動に置き換える一般化時間の考え方を適用することも考えられる） 

 

 ■支払意思額の活用 

B = N ×WTP 

Ｎ  ： 駅乗降客等の上下移動解消対象者数（人／日） 

ＷＴＰ ： 上下移動の快適性に対する支払意思額２（円／人） 

（出典：都市再生交通拠点整備事業に関する費用便益分析マニュアル（案） 

平成 13年４月 国土交通省 都市・地域整備局） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



③踏切横断安全性の向上等 

 

【事後推計方法あり】【連立事業単独】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 踏切は、歩行者・自動車等が集中して短時間で横断するため、交錯による接触等の危険性が

高く、また鉄道との事故に到らなくても、無理な横断等による遮断棹の折損等、事故になりか

ねない事案が発生する場合もある。これらの状況が鉄道立体化により改善されるため、その効

果を定量的に把握する。 

2)算定手法 

・ 例えば以下の項目について、立体化前後の状況を把握することで安全性の改善度合いを把握

する。 

項目 内容 評価 

■踏切事故の潜在的危険性 

○遮断棹の折損件数 無理な車両横断等による遮断棹の折損件数を把握。 ●件→０件 

○踏切非常制動件数 踏切支障報知装置等による非常停止の件数を把握 ●件→０件 

■歩行者の安全性 

○歩行者空間の有無 踏切内が、カラー舗装等により歩車空間分離がなさ

れておらず、歩車交錯の危険性がある。 

●箇所→●箇所 

歩行者空間幅●ｍ

→歩道幅●ｍ 

○通学路指定の有無 通学路に指定されており、児童の通行に際して安全

の確保が必要。 

通学路●箇所 

 

 

関連事例：ヒヤリ・ハット件数（踏切事故の潜在的危険性）の把握（浜松市） 

 

 

 



（２）環境・景観に関する効果 

①ＣＯ２等の削減 

 【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・ 踏切が除却され、通行する自動車の速度変化・踏切待ちの解消等により、CO2・NOｘの排

出量が削減される。 

 

2)算定手法 

・ 算定手法として、横断箇所の自動車移動速度の変化を捉える手法、踏切待ちのアイドリ

ングによる排出量の解消を捉える手法を提示する。 

 

■自動車の速度変化による算定 

・ 鉄道横断箇所の事業前後の走行速度、交通量等をもとに、下表によりＣＯ２、ＮＯｘ排出

量を算定し、事業前後での排出量の変化を算定する。 

表 走行速度別の環境への影響の算定式 

走行速度 

（km／時） 

大気汚染 地球温暖化 

ＮＯｘ排出量 

（g/km/日） 

ＣＯ２排出量 

（g-c/km/日） 

１０ (0.34a1+3.79a2)×Ｑ (99a1+237a2)×Ｑ 

２０ (0.29a1+3.33a2)×Ｑ (67a1+182a2)×Ｑ 

３０ (0.24a1+3.87a2)×Ｑ (54a1+155a2)×Ｑ 

４０ (0.20a1+3.41a2)×Ｑ (46a1+137a2)×Ｑ 

５０ (0.21a1+2.16a2)×Ｑ (42a1+127a2)×Ｑ 

６０ (0.23a1+1.90a2)×Ｑ (40a1+122a2)×Ｑ 

７０ (0.25a1+2.10a2)×Ｑ (39a1+123a2)×Ｑ 

８０ (0.27a1+2.29a2)×Ｑ (40a1+129a2)×Ｑ 

  ※ａ1：小型車混入率  ａ2：大型車混入率（ａ1＋ａ2＝１．０） Ｑ：交通量（台／日） 

    （出典：道路投資の評価に関する指針（案）（平成10年６月、道路投資の評価に関する

指針検討委員会）） 

 

 

 

【ＣＯ２】     B = a × b 

a  ： 事業前後の総排出量の差（t/年） 

b  ： 貨幣換算原単位10,600（円／ｔ－ｃ）（出典：公共事業評価の費用便益分析に

関する技術指針（共通編）（平成21年６月、国土交通省） 

【ＮＯｘ】     B = ｃ ×ｄ 

ｃ  ： 事業前後の総排出量の差（t/年） 

ｄ  ： 貨幣換算原単位 人口集中地区292（万円／ｔ）、その他市街地（58万円／ｔ）

（出典：道路投資の評価に関する指針（案）（平成 10 年６月、道路投資の評価

に関する指針検討委員会） 



 

■踏切待ちアイドリングの解消による算定 

 ・踏切での損失時間から、踏切待ちの間に発生するCO2等の量を算出する。 

【ＣＯ２】     B = Ｌ × a × b 

Ｌ  ： 踏切での総損失時間（台時／日） 

 a  ： １台１時間あたりのＣＯ２排出量5.4×10－４（ｔ－Ｃ／台時）･･･下表より 

b  ： 貨幣換算原単位 10,600（円／ｔ－ｃ） （出典：公共事業評価の費用便益分析に

関する技術指針（共通編）（平成21年６月、国土交通省）） 

【ＮＯｘ】     B = Ｌ × c × d 

Ｌ  ： 踏切での総損失時間（台時／日） 

 c  ： １台１時間あたりのＮＯｘ排出量3.0×10－7（ｔ／台時）･･･下表より 

 d  ： 貨幣換算原単位 人口集中地区 292（万円／ｔ）、その他市街地（58 万円／ｔ） 

（出典：道路投資の評価に関する指針（案）（平成10年６月、道路投資の評価に関

する指針検討委員会）） 

表 １台あたりのＣＯ２、ＮＯｘ排出量 

 

 

（平成９年環境庁資料より） 

＊ＣＯ２排出量 ： 90g-c／台・10分 ＝ 5.4×10－４ｔ-c／台・時 

＊ＮＯｘ排出量 ： 0.05ｇ／台・10分 ＝ 3.0×10－7ｔ／台・時 

○踏切での総損失時間が算出されていない場合は、以下の式を用いて踏切毎の損失時間を算

定して合計。 

踏切での総損失時間（台時／日）＝平均遮断時間（分／回）×遮断確率×自動車の踏切通

過交通量（台／日）÷60 

＊下線部は、踏切に遮断される交通量であり、それに平均遮断時間を乗じることにより

踏切での総損失時間を算出 

  

アイドリング10分間
当たりＣＯ２排出量
（炭素換算）

同10分間当
たりNOx排出量

乗用車(2000ccガ
ソリン車)

９０ｇ ０．０５ｇ



②騒音の削減 

 【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・ 連立事業により、鉄道が高架化・地下化されることにより、一般的に沿線の市街地に与

える騒音が軽減されるため、この効果を把握する。 

・ ただし、騒音は、マンション上層階では大きく感じられることや遠方まで響くようにな

るなど、沿線住民の実感としてはむしろマイナス面の影響として捉えられる可能性もある

ため、効果として取り上げるには配慮する必要がある。 

 

2)算定手法 

B ＝ BN－BNi 
BN  ：事業前の鉄道騒音被害額（円/年） 

BNi  ：事業後の鉄道騒音被害額（円/年）（地下化の場合、０とする） 

 

※鉄道騒音被害額の算定手法に関しては、「在来鉄道騒音の予測評価手法について」（1996.6、日本騒音制御工学会）

に基づく手法が存在する。 

  



③景観の向上 

 【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 連立事業をはじめ、駅周辺の市街地整備事業等の関連する事業により、地域の景観が向

上した効果を定量的に評価する。 

・ しかし、景観全体に関する効果把握の方法は確立されていないため、公園緑地や電柱な

ど景観に関連する設備等の増減や住民へのアンケート調査といった手法により定量的に把

握する。 

 

2)算定手法 

・例えば以下の項目について、立体化前後の状況を把握することにより景観の改善度合いを

把握する。 

項目 内容 評価 

○公園・緑地・公開空

地等の増加 

事業に関連して整備される公園・緑地・公開

空地等の面積、箇所数を把握。 

●箇所→●箇所 

●㎡→●㎡ 

○高架下駐輪場整備

等による放置自転

車の減少 

高架下の駐輪場整備・放置自転車禁止区域設

定等による、駅周辺等の放置自転車数の増減

を把握。 

違法駐輪台数 

●台→●台 

駐輪場台数 

●台→●台 

○電線地中化等によ

る電柱等の減少 

周辺整備にあわせた電線の地中化や標識等

の共架による、電柱や標識柱等の数の変化を

把握。 

電柱等本数 

●本→●本 

○歴史的景観・シンボ

ル的な景観の創出 

事業に関連して歴史的・シンボル的な道路整

備を行なった箇所の延長等を把握。 

歴史的道路等の

整備延長 

●ｍ→●ｍ 

 

 ・その他、住民アンケート等により、駅舎や駅周辺整備等、関連事業による景観の改善状況

を把握する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR北陸本線小松駅（石川県小松市）周辺の景観向上効果事例 



（３）高架下利用に関する効果 

①高架下空間の創出 

 【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

1)基本的考え方 

・鉄道の高架化により地方公共団体で利用可能になる高架下空間の価値を計上 

（全高架下面積の 15%） 

2)算定手法 

B = S × L × R × U  

＊連続立体交差事業の鉄道側負担率設定の考え方に基づいて式を設定 

S ： 高架下貸付可能面積（㎡）×15%（地方公共団体の利用分） 
ただし、鉄道事業者と都市計画事業者の協議が整い、鉄道事業者貸付等面積比率を変

動させた場合には、 
S＝高架下貸付可能面積（㎡）×（100%－鉄道事業者貸付等面積比率） 
とし、おおむね 0%～30%の範囲内の値となる。 
［参考：都市における道路と鉄道との連続立体交差化に関する細目要綱第 16 条］ 

L ： 高架下平均地価（円/㎡） 

R ： 地代率係数 0.06（土地を賃貸した場合の料率） 

U ： 用途補正係数（負担率より逆算／次頁表２参照） 

・高架下貸付可能面積（Ｓ）とは、鉄道施設の増強部分以外にかかる高架下空間のうち、「鉄道事

業用部分」、「けた下空高3.2ｍ以下の部分」を除いた面積。 

・高架下平均地価（Ｌ）は、以下の式により算出することが考えられる。 

①周辺平均地価（円/㎡）× ②利用高さの補正係数 × ③環境補正係数 

①周辺平均地価（円／㎡） 

― 鉄道沿線500ｍの範囲における地価公示を抽出し、それらの平均値を算出 

②利用高さの補正係数 

― 高架下の地価に対して、高度利用が制限されることを補正 

― 利用高さの補正係数は、鉄道沿線の平均地価に基づいて以下の係数を用いることが考

えられる。 

表 地価の補正係数（試算例） 

 
※上表は、立体利用阻害率の考え方を用い、地価水準によった試算を行ったものである。 

参考資料：「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」別記２（土地利用制限率算定要領） 

③環境補正係数 

― レンタブル比０．８とする。レンタブル比は、高架下貸付可能面積のうち収入を生む

面積であり、貸室面積がどのくらい取れるかという比率。建物の用途や敷地形状などに

より異なるが、一般的な事務所ビルで８０％（０．８）程度が目標値。 

・地代率係数については、国税庁の通達において、「使用の対価としての相当の地代」が年６％（0.06）

と定められているためこの値を準用。 

・用途補正係数は、負担率算出において示されている次ページの値から逆算して設定。 

地価
（万円／㎡）

2.5
以下

2.5～5 ５～10 10～20 20～40 40～50 50～60 60～80
80～
120

120～
160

160～
200

200～
240

240～
320

400～

補正係数 1 0.617 0.485 0.402 0.346 0.290 0.262 0.241 0.223 0.208 0.195 0.185 0.174 0.165



表 2-3-15 商業系用途比率に応じた基本負担率の設定 

地域区分 20％未満 20～30％ 30～50％ 50～60％ 60％以上 

Ａ地域 
－２％ －１％ ±０％ ＋１％ ＋２％ 

Ｂ地域 

Ｃ地域 
－１％ ±０％ ＋１％ 

Ｄ地域 

 

表 2-3-16 商業系用途比率に応じた便益補正係数の設定 

地域区分 20％未満 20～30％ 30～50％ 50～60％ 60％以上 

Ａ地域 
０．８７ ０．９３ １．００ １．０７ １．１３ 

Ｂ地域 

Ｃ地域 
０．９３ １．００ １．０７ 

Ｄ地域 

 

・なお、沿線地域の商業系用途比率は、以下を参考に算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商業系用途比率の算出例     

連立事業区間 ２ｋｍ

その他（準工業地域-工業専用地域 ）など

住宅系

（第一種住居専用地域～準住居地域など ）

商業系（近隣商業地域-商業地域 ）

例

以下のような場合

商業系50％

住宅系25％

その他25％となる

鉄道

１ｋｍ１ｋｍ

※鉄道をはさんで両側で用途地域が違う場合には、それを考慮する。

商業系25％

商業系25％ 住宅系25％

その他25％



②高架下への施設等導入による価値向上 

 【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 高架下を活用して行政施設等を導入することで、高架下空間のスペースとしての価値

とともに、周辺住民へのサービス提供等による効果も期待できることから、これらの効

果を把握する。 

 

2)算定手法 

・ 各種施設の利用者数等を把握して評価する。 

駅周辺（駐輪場等）や市内に同種の施設（図書館等）がある場合、駅周辺の全駐輪場台

数の変化等もあわせて整理し、事業箇所の寄与の度合いを把握することも考えられる。 

【想定される対象施設】 

駐輪場：駐輪台数の増加（駅周辺の駐輪場台数） 

  出張所、案内所、図書館等施設：利用者数の増加（市内同種施設の利用者数） 

  高架下通路・自転車道：通行者数の増加 

 

 

・連立事業に伴い高架下に駐輪場を整備した結果、収容台数の増加・放置自転車の減少の効果が

得られている。 

練馬駅周辺における放置自転車等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連事例：高架下への駐輪場整備の効果（練馬駅周辺） 

（出典：鉄道の連続立体交差化が地域に与える影響に関する研究（2003、高橋他）） 

 

 

 

2001 年高架下駐輪場供用 



B：間接効果 

（１）市街地の発展・まちづくりに関する効果 

①土地利用・市街地構造の変化 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 連続立体交差事業をはじめとする各種事業により、従来の駅裏の発展など土地利用・

市街地の構造が大きく変化し、市街地の活性化に繋がる効果があると見込まれるため、

地価の上昇、人口分布の変化、大規模建築物の立地などにより、これら効果を把握する。 

2)算定手法 

■大規模建築物の立地 

・ 事業前後の駅近傍・鉄道沿線に立地する大規模建築物を実地調査、住宅地図等により

抽出し、棟数や延床面積の増加量を把握する。 

■人口等分布の変化 

・ 国勢調査等のメッシュデータ、町丁目データを活用し、駅表・駅裏等における人口等

の変化を把握する。 

（※メッシュ・町丁目データについては、E-STAT地図でみる統計（統計GIS）HP等で入手

可能） 

■地価の上昇 

・ 路線価・公示地価等のデータを用いて、事業箇所周辺における地価の変化を時系列で

把握し、駅表・駅裏等の別に地価の変動状況を把握する。（次頁参照） 

（※地価データについては、全国地価マップHP等で入手可能） 

 

平成１２年（事業前） 平成１７年（着工時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》連続立体交差事業区間周辺での人口分布の変化（浦和駅／さいたま市） 

  

1km 
浦和 1



②市街地分断の解消 

【事後推計方法あり】【連立事業単独】【定量化】 

(1)基本的考え方 

・ 連続立体交差事業による効果として、踏切の解消・鉄道横断箇所の増加等により、鉄

道によって隔てられた市街地の分断が解消され、鉄道両側の行き来が容易になる点があ

げられており、この効果を定量的に把握する。 

・ 定量化の方法としては、歩行者等が駅出入口から一定時間内で到達できる範囲の算定

や、市内各地域からの時間距離の事業前後の差を算定する迂回率の考え方がある。 

(2)算定手法 

■一定時間内到達範囲の拡大 

・ 歩行者や自転車が、駅出入口から５分、10分等の時間内に到達できる範囲を地図上で

図示し、その面積を算定することにより、事業による効果を把握する。 

■迂回率の減少 

・ 市街地の中心エリア（駅前など）～各町丁目間において、直線距離と最短経路距離を、

事業前後において計測し、以下の式により迂回率を算定する。 

※最短経路距離：道路上のルートを自動車が走行して到達する距離 

迂回率＝（最短経路距離－直線距離）/最短経路距離 

・ 迂回率は、低いほどアクセスしやすいことを示し、事業後に迂回率が低減する地域は、

事業の効果が大きいことがわかる。（次頁参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 一定時間内到達範囲の拡大（徒歩・自転車５分圏の拡大）（兵庫県） 



《参考》迂回率の低減効果（福井駅周辺） 

 ・ 駅西側の市街地を起点として、各町丁目との間の直線距離、事業前後の最短経路距離（道路

上のルートを自動車が走行して到達する距離）を計測し、迂回率（＝（最短経路距離－直線距

離）/最短経路距離）を算定した。 

 ・ 事業前後での迂回率の低減効果を図示すると、右下図のようになり、鉄道東側（従来の駅裏）

での迂回率の低減（迂回の解消）がみられる。 

 （※この例では、連続立体交差事業とあわせて、市街地分断解消施設として橋梁・跨線橋等の整

備もあわせた効果を表示しており、市街地南西部等での低減効果は橋梁等整備によるものと考

えられる。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：地方都市における街路の整備効果の連鎖に関する研究（福井大学 1991 本多他）） 

連立事業区間 

立体交差化前の迂回率 迂回率の低減効果 



（２）安全な市街地の形成に関する効果 

①避難迂回の解消 

【事後推計方法あり】【連立事業単独】【貨幣化】 

(1)基本的考え方 

・「小規模公園費用対効果分析手法マニュアル」を参考に、避難時間と効用の関係に着目

して、連立整備前後の避難迂回解消における効用を算定 
※防災面の効用算定手法としては「大規模公園費用対効果分析手法マニュアル」もあるが、概ね 10ha 以上の公園を想

定しており誘致圏を行政区域単位として捉えるものであるので、本検討では参考としていない。 

(2)避難迂回解消効果の算定方法の検討】 

○避難場所が a,b,…n 箇所あることを想定 

①各公園に対する世帯ごとの効用Ｖを、町丁目ごとに算定 

避難場所 に対する「迂回解消前」の「防災」の効用値  

＝0.003331 × オープンスペース面積 + 緑地面積 + その他面積 ㎡  

−0.001246 × 町丁目から避難場所 までの所要時間 分  

+0.525036 × 防災施設の有無 あり＝1，なし＝0  

同じ式により、 避難場所 に対する「迂回解消後」の「防災」の効用値 を算定する 

②各町丁目ごとに、迂回解消前後の世帯の満足度 S を算出 

「迂回解消前」の利用可能性に対する世帯の満足度  

＝ { ( ) + ( ) +⋯+ ( )} 
「迂回解消後」の利用可能性に対する世帯の満足度  

＝ { ( ) + ( ) +⋯+ ( )} 
③避難迂回解消による単年度効果額を算出 

各町丁目の世帯当たりの月間効果額 円/月/世帯 ＝
−0.0005315 

各町丁目の世帯当たりの年間効果額 円/年/世帯 ＝ 世帯当たりの月間便益額 × 12 

避難迂回解消による単年度効果額 円/年  

＝ （各町丁目の世帯あたりの年間効果額 × 各町丁目の対象世帯数） 

避難迂回解消便益を検討するにあたっては、避難場所が有する機能や避難手段に応じて算定方

法を選択することが必要であるが、ここでは徒歩での避難場所への迂回解消に着目することとし

て検討を進める。「小規模公園費用対効果分析手法マニュアル」では、間接的な利用価値として

『環境』『防災』の2つの効用値を想定しており、『防災』については避難時間と効用の関係か

ら便益を算出する方法を示している。 

災害時に踏切が遮断されていることを想定し、既に連立区間周辺で指定されている避難所へ避

難する際の迂回解消効果を算定する。 

・整備前…連立による解消踏切を経由せず、立体化済の避難路を経路とする避難行動 

・整備後…連立による解消踏切を経由した場合の避難行動  



②新規避難路の整備 

【事後推計方法あり】【他事業含む】【貨幣化】 

(1)基本的考え方 

・「都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進）事業評価マニュアル」（国交省）を参考

に（避難路型都市防災不燃化促進）、避難路までの距離に着目して、連立整備前後の避難

路整備における効用を算定 

(2)効果の算定方法 

・連立事業により線路方向に避難路が整備されたケースを想定して、「発災時にいた地点か

ら避難路又は避難地まで迅速に移動できるようになる」ことに起因する人命保護効果を算

定する。 

・避難路が整備されていない場合の被災率 H1 と、避難路が整備された場合の被災率 H2 をそ

れぞれ求め、その差分を効果とする。被災率は、実際の避難圏域の形状をモデル化し設定

する。 

・被災率は次の原則をもとに算定する。 
■避難路や避難地から l 以内の距離にいる人は全員助かる。 

■l 以上歩いた時に“ある確率”（ポアソン分布に従う確率）で火災に遭遇する。 

■「被災する可能性を持つ」人々の存在確率は、利用圏域内の危険域の面積率から計算する。 

・避難路整備前及び整備後の避難圏域を以下のようにモデル化して被災率を算出する。 
⇒鉄道高架化にあわせて、一定の幅員を有する高架下空間を線路方向に自由に歩行できる空間

を整備することにより、避難経路として取り扱うことが可能となる。 

⇒基準年次の効果を出して積み上げるのではなく、評価期間全体に対する発生確率で評価。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、線路交差方向の避難路整備を検討する場合には、連立事業だけ

でなく関連事業による整備を前提とするため、関連事業に要する費用を

合わせて検討するものとする。 

図 避難圏域モデルの考え方 



【参考】都市防災不燃化促進事業（避難路型）の被災確率計算例 

例 避難地を中心に正方形の避難圏域を持つ場合 

住民が区画内を直線的に移動した場合、距離 のところで火災に巻き込まれる確率密度を ( )とする。 ( )
は、避難路の整備の有無にかかわらず、以下の式となる。 

 

 

 

避難路整備前 

住民が区画内を最短距離を通って、（将来、避難路として整備され

る予定の）道路に到達し、避難地まで至る距離の合計（居住地～避難

地の距離）が 以下になる確率 ( )は、図で、中央の避難地（●印）

が受け持つ、右上の区画内の面積（■と■の合計）に対する、 yx
となる部分（■の部分）の割合であるから、 

 

 

 
 

となる。避難路が整備されていない場合には、その間のいずれで

も被災する可能性がある。 

 

住民は距離 を歩行した時に火災に巻き込まれる被災確率密度関数ℎ ( )は、下記となる。 

 ℎ ( ) = 1− ( ) ・ ( ) 
 

避難路整備後 

住民が区画内を最短距離を通って、避難路として整備されている道

路に到達する場合に、居住地から避難路までの距離が 以下になる

確率 ( )は、右図を参照して考える。 

■部と■部の面積を合わせた全体面積の内の、■部の面積の比率で( )を考える。 

 

               (0< < ) 

 

                        ( < <L) 

 

住民は距離 を歩行した時に火災に巻き込まれる被災確率密度関数ℎ ( )は、下記となる。 

 ℎ ( ) = 1− ( ) ・ ( ) 
 

 

 

  

避難路整備前

注：図中の着色部分は、避難圏域の右上四半分である。

避難路整備後
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③延焼遮断 

【事後推計方法あり】【他事業含む】【貨幣化】 

(1)基本的考え方 

・「都市防災総合推進事業（都市防災不燃化促進）事業評価マニュアル」（国交省）を参考

に（延焼遮断型都市防災不燃化促進）、延焼遮断帯により二分される市街地規模に着目し

て、連立整備前後の避難路整備における効用を算定 

(2)効果の算定方法 

・建物の不燃化によって延焼遮断帯が形成され、延焼が防

止できることにより、被害を受ける建築物が減少する。

その減少分の資産価値を効果とする。 

・延焼遮断帯により二分される地区①、地区②を想定する

（ここでは、鉄道高架＋両側 6m 側道整備を想定）。 

地区①、地区②の建物棟数…………N 、N  
地区①、地区②の地震時出火率……p 、p  
焼失率…………………………………φ 
※地区内の不燃化領域率によって、建物の焼失率は変化する。 

不燃領域率に応じ、右表の焼失率φを選択する） 

・延焼遮断帯が整備されていないときには、地区①又は地

区②のいずれかの箇所で火災が発生した場合に、地区①

及び地区②の両地区が全焼する。地区①又は地区②にお

ける火災の発生確率P は下記となる。 
P = 1− (1− p ) × (1− p )  

・地区①及び地区②の建物棟数は、(N + N )となることから、延焼遮断帯整備前における被

害を受ける建築物の期待値E は下記となる。 

E ＝P × (N + N ) × φ＝{1− (1− p ) × (1− p ) } × (N + N ) × φ 
・延焼遮断帯が整備されている場合については、どちらかの地区で火災が発生した場合には、

もう一方の地区へは延焼しない。このときそれぞれの地区における火災の発生率P 、P は

下記となる。 

P ＝1− (1− p )   P ＝1− (1− p )  
・地区①及び地区②の建物棟数はそれぞれN 、N であることから、延焼遮断帯整備後におけ

る被害を受ける建築物の期待値E は下の通りとなる。 

E ＝P × N × φ+ P × N × φ 
＝{1− (1− p ) } × N × φ+ {1− (1− p ) } × N × φ 

・整備前後の被害差∆Eを算定し、∆Eに耐用期間中に地震が発生する確率 、地区内建築物の

平均資産価値 Y を乗じることにより低減効果期待値 B を算定する（基準年次の効果を出し

て積み上げるのではなく、評価期間全体に対する発生確率で評価）。 

B＝ × ∆ × ＝ 1− 1− × ∆ ×  （ ：地震再来期間、t：耐火建築物耐用年数） 

不燃領域率と焼失率φの対応表 

不燃領域率 
見なし 

焼失率φ 

20%未満 100% 

20%～30%未満 90% 

30%～40%未満 60% 

40%～50%未満 25% 

50%～60%未満 5% 

60%以上 0% 
建設省総合技術開発プロジェクト報告書より 



④緊急車両のアクセシビリティ向上 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

(1)基本的考え方 

・ 踏切の解消等により、救急車等の緊急車両の踏切待ちがなくなることで、安全なまち

づくりに寄与することになり、この効果を定量的に把握する。 

 (2)算定手法 

■消防・救急等へのアンケート調査 

・ 緊急車両に関しては、事業箇所近傍の消防署等へのヒアリングやアンケート調査によ

り、事業の効果を確認する。 

■緊急車両の到達時間 

・ 事業箇所周辺に消防署が立地している場合、当該署からの到達時間の圏域について事

業前後で比較することが考えられる。 

・ 算定手法として、シミュレーションにより算定することや、各路線の法定速度・平均

の踏切遮断時間を活用して簡易的に算定することも考えられる。到達時間の目安として

は、平成 20 年の救急隊の現場到達時間全国平均７.7 分や、心肺停止後の 50％生存時間

３分、呼吸停止後の 50％生存時間 10 分（参考 カーラーの救命曲線）といった時間が

考えられる。 

 

《参考》消防署からの時間距離圏域           《参考》カーラーの救命曲線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 Morley.Cara：1981,「カーラーの曲線」 

（北海道釧路総合振興局保健環境部 HP より引用） 

 

 

 

 

（出典：栗原市都市交通マスタープラン） 

 

 

 



 消防署員へのアンケート調査 （東京都HP「京急本線・空港線の全線高架化による効果」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

《参考》緊急車両の通行改善による効果 

 

 遮断時間の減少効果と消防職員へのアンケート調査を併記した例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：H24.3.27 東京都建設局発表資料） 

 

 



連立事業に伴う関連事業の実施状況（完了時）
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（３）他事業との関連（関連事業の誘発） 

【事後推計方法あり】【他事業含む】【定性】 

1)基本的考え方 

・ 連立事業は、鉄道を横断する都市計画道路の整備や周辺の市街地開発事業などの前提

となり、それら他の事業を進める契機となることも多いことから、他事業との関連につ

いて整理し、事業の効果として把握する。 

2)算定手法 

・ 当該地区において連立事業と一体的に実施される、また連立事業を契機として行われ

る事業を抽出・整理する。（都市計画道路、市街地開発事業、その他） 

・ またそれら関連する事業や連続立体交差事業自体の上位計画等における位置づけ等に

ついてもあわせて整理することで、事業の重要性を把握する。 

例えば以下のような事業を把握することが想定される。 

○新たに整備される道路等が、都市計画道路整備プログラムに位置づけられている 

○新たに整備される道路等が、地域高規格道路に位置づけられている 

○新たに整備される道路が、バリアフリー法に基づく特定道路に指定されている 

○新たに整備される道路により、大型車のすれ違い困難箇所が解消される 

○鉄道の複々線化や駅機能の強化等を促進し、鉄道利用者の利便性が向上する 

○実施される連立事業・市街地開発事業等が、都市計画マスタープランに位置づけられ

ている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成８年度 連続立体交差事業に伴う都市活動等に関する実態把握調査） 

  

連続立体交差事業に伴う関連事業の実施状況 



（４）その他 

①鉄道事業者への効果 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 連立事業により、駅施設や駅周辺の整備が進み、駅の利便性が向上して鉄道利用者が

増加する、また特に線増や線形の改良などがあわせて行なわれた場合、鉄道ダイヤの改

善が図られるなどの効果が期待でき、これらについて定量的に把握する。 

2)算定手法 

・ 事業前後の事業地区内や周辺の駅における鉄道利用者数を把握する。 

・ 事業前後の時刻表より、鉄道の運行本数（一日・ピーク時間）を把握する。 

高架化前後における鉄道乗車人員の変化（石川県） 

小松駅の一日平均乗車人員は、

高架化前は減少傾向にあったが

高架化後は歯止めがかかり、利用

者増に転じた。 

 

 

 

②商業活動等への効果 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化・貨幣化】 

(1)基本的考え方 

・ 連立事業により、大規模開発やまちづくりが実施され、地域の経済活動が活性化する効

果が期待できる。この効果について、従業者数の推移や床面積の増加等により把握する。 

・ 算定手法として、事業区間周辺のメッシュ・町丁目単位での従業者数等の変化の把握や、

商業床面積の増加に基づく経済効果の推計手法が存在する。 

(2)算定手法 

■メッシュ・町丁目単位での従業者数等の変化 

・ １）市街地の発展・まちづくり①土地利用・市街地構造の変化における人口分布の変化

と同様に、事業所・従業者数の変化をメッシュ単位・町丁目単位で把握し、時点比較を行

う。 

■商業床面積の増加に基づく経済効果の推計 

・ 事業地区周辺の大規模開発により発生する商業床面積を把握し、地域の平均的な床面積

あたりの売上高を乗じて需要を算定する。（詳細は次頁参照） 

3,500人/日 4,000人/日 4,500人/日

平成10年度

平成11年度

平成12年度

平成13年度

平成14年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

ＪＲ小松駅における年度別日平均乗車人員の推移

資料：小松市統計書

高架切り替え

(H14.11)



 

商業床面積の増加に基づく税収増加の推計スタディ例 

・東京都下の４事例を対象として、商業床の増加と税収増に関する評価についてスタディ。 

・各事例は市街地再開発事業又は土地区画整理事業等により市街地の再編が図られているが、い

ずれも『既成市街地の機能更新＋機能拡充』型の事業であり、新たに核となる商業施設が立地。 

・平成 19 年度商業統計では、東京都の総合スーパーにおける売場効率は 800 千円/㎡年程度であ

るので、これらの施設での売上規模を推定（事業者による目標値を含む）したうえで、そのう

ち 20%程度が新規出店に伴う需要創出として捉えると、区画整理地区では約 1.9 億円、再開発

事業地区では約9.8～24.0億円の需要創出があると考えられる。 

・この需要創出による経済波及効果（総合効果）は、区画整理地区で約 3.5 億円、再開発では約

16.7～35.4億円と推定できる。 

・経済波及効果（総合効果）による法人税への影響は、区画整理地区で0.19億円、再開発地区で

は 0.95～2.0 億円の増収効果と推定できる。また、事業税への影響もあり、0.05～0.5 億円程

度と推定できる。 

 

表 都内における既往の鉄道高架化まちづくり事例からみた波及効果や税収効果の推定 

路線 Ａ線 Ｂ線 Ｃ線 Ｄ線 

駅 Ｋ駅（多摩地域） Ｙ駅（多摩地域） Ｍ駅（多摩地域） Ｈ駅（２３区内） 

事業種別 再開発 区画整理 再開発 再開発 

地区面積（ｈａ） 約 1.1 約 16.8 約 3.4 約 2.8 

主な用途 商業・公益 住宅 住宅・商業・公益 住宅・商業 

施設建築物の規模 約 18 千㎡ － 約 98 千㎡ 約 138 千㎡ 

核施設 

種類※ 
総合スーパー 

（住区型） 

食品スーパー 

（近隣型） 

総合スーパー 

（地域型） 

総合スーパー 

（地域型） 

売場面積(㎡) 約 6 千㎡ 約 1.2 千㎡ 約 22 千㎡ 
約 17 千㎡ 

※旧店舗(約 3 千㎡)閉店 

成立するための売上条件 
800 千円/㎡ 

（平成 19 年度商業統計（東京都の総合スーパーにおける売場効率の平均値）をもとに設定） 

売上規模想定 

（百万円） 

4,875 950 12,000 12,000 

  広報による目標 広報による目標 

需要創出効果の設定 20% 

経済波及効

果の推定 

（百万円） 

需要創出額 975.0 190.1 2,400.0 1,942.7 

波及効果 692.5 135.0 1,147.7 929.0 

総合効果 1,667.5 325.1 3,547.7 2,871.7 

法人税増収効果（百万円） 95.0 18.5 202.2 163.7 

事業税増収効果（百万円） 23.3 4.6 49.7 40.2 

※取扱商品による区分と、中小企業事業団編『共同店舗における複合化商業施設の対応について』による規模別分類を参考に区分。 

  



③市民満足度等への効果 

【事後推計方法なし】【他事業含む】【定量化】 

1)基本的考え方 

・ 連続立体交差事業および関連事業は多くの住民の生活に影響を与えるものであり、住民

の意見を聴取することにより、その効果を把握する。 

2)算定手法 

・ 市民意見を聴取する手法や対象・時期については下記のように様々考えられるが、聴取

内容を踏まえて適切な時期等を選択する。 

調査対象：駅利用者、駅周辺通行者（歩行者・自転車・自動車）、市民全般、交通事業者等 

調査時期：事業前（課題把握）、事業直後、一定期間後（利用実感を踏まえた意見把握） 

調査手法：街頭アンケート調査、各戸配布アンケート、事業者ヒアリング、総合計画アンケ

ート等への記載等 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問7-2 中心市街地への影響を具体的に

1
0%

76
26%

21
7%

81
29%

9
3%

99
35%

踏切渋滞がなく
なった

駅東西の行き来
が便利になった

人通りが多く
なった

駅前の印象や風
景が良くなった

街なかに活気が
でてきた

その他

交通事業者・警察・消防等へのインタビュー調査（北海道） 

開業１年記念イベント時アンケート調査 

（宮崎県・日向市） 
市民意識調査による意識把握（千葉県・船橋市） 

「ここ数年でよくなった市の施策」の回答集計：平成21年度 

（市の施策について、各項目を指数化※して比較したもの。） 

  ※指数化は、各回答を以下で得点に換算 

思う：２点 やや思う：１点 どちらともいえない：０点 

あまり思わない：－１点 思わない：－２点 


